
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
森
林
セ
ン
タ
ー
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
自
治
振
興
課
、
み
ど
り
整
備
課
、
子
育
て
支
援
課
、
農
業
経
営
課
、
農
業
生
産
流
通
課
、

畜
産
課
、
土
地
改
良
課
、
土
木
監
理
課
、
建
築
課
）

一

�
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
一
の
十
八
の
項
イ
に
規
定
す
る
鳥
獣
を

定
め
る
規
則

（
み
ど
り
保
全
課
）

二

企
業
管
理
規
程

�
香
川
県
水
道
局
組
織
規
程
及
び
香
川
県
府
中
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

四

香
川
県
森
林
セ
ン
タ
ー
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
十
八
号

香
川
県
森
林
セ
ン
タ
ー
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
森
林
セ
ン
タ
ー
規
則
及
び
香
川
県
土
地
改
良
事
務
所
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
仲
多
度
郡
仲
南
町
」
を
「
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
」
に
改
め
る
。

一

香
川
県
森
林
セ
ン
タ
ー
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
香
川
県
規
則
第
二
十
号
）
第
一
条

二

香
川
県
土
地
改
良
事
務
所
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
の

表
（
香
川
県
土
木
事
務
所
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

香
川
県
土
木
事
務
所
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
香
川
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
の
項
中
「
綾
歌
郡
綾
上
町
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
」

に
改
め
る
。

（
香
川
県
家
畜
保
健
衛
生
所
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

香
川
県
家
畜
保
健
衛
生
所
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
香
川
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
中
「
三
豊
郡
」
を
「
三
豊
市
」
に
改
め
る
。

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
香
川
県
規
則
第
四
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
表
一
の
項
中
「
三
豊
郡
の
う
ち
詫
間
町
及
び
仁
尾
町
」
を
削
り
、
同
表
三
の
項
中
「
三

豊
郡
の
う
ち
財
田
町
」
を
削
る
。

第
五
条

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
表
一
の
項
中
「
木
田
郡
の
う
ち
庵
治
町

香
川
郡
の
う
ち
直
島
町
」
を
「
香
川
郡
」
に

改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
香
川
郡
の
う
ち
香
川
町
及
び
香
南
町

綾
歌
郡
」
を
「
綾
歌
郡
」
に
改
め
る
。

第
六
条

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
表
三
の
項
中
「
満
濃
町
及
び
琴
平
町
」
を
「
琴
平
町
及
び
ま
ん
の
う
町
」
に
改
め
、
同

表
四
の
項
を
削
る
。

第
七
条

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
表
三
の
項
中
「
綾
上
町
及
び
綾
南
町
」
を
「
綾
川
町
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
林
業
事
務
所
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

香
川
県
林
業
事
務
所
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
香
川
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
香
川
県
西
部
林
業
事
務
所
の
項
中
「
綾
歌
郡
」
を
「
三
豊
市

綾
歌
郡
」
に
改
め
、
「

三
豊
郡
」
を
削
る
。

第
九
条

香
川
県
林
業
事
務
所
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
四
項
を
削
る
。

（
旧
綾
歌
郡
国
分
寺
町
に
関
す
る
特
例
措
置
）

３

高
松
市
の
う
ち
、
国
分
寺
町
柏
原
、
国
分
寺
町
国
分
、
国
分
寺
町
新
名
、
国
分
寺
町
新
居
及
び
国

号外２

平 成１７年

１２月２０日（火曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
二
）

一



分
寺
町
福
家
を
所
管
区
域
と
す
る
事
務
所
は
、
平
成
十
八
年
一
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
香
川
県
西
部
林
業
事
務
所
と
す
る
。

第
十
条

香
川
県
林
業
事
務
所
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
香
川
県
西
部
林
業
事
務
所
の
項
中
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
」
を
「
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
」

に
改
め
る
。

（
香
川
県
オ
リ
ー
ブ
公
園
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

香
川
県
オ
リ
ー
ブ
公
園
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
香
川
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
内
海
町
オ
リ
ー
ブ
公
園
」
を
「
小
豆
島
オ
リ
ー
ブ
公
園
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
農
業
試
験
場
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

香
川
県
農
業
試
験
場
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
香
川
郡
香
南
町
」
を
「
高
松
市
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条

香
川
県
農
業
試
験
場
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
」
を
「
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条

香
川
県
農
業
試
験
場
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
小
豆
郡
池
田
町
」
を
「
小
豆
郡
小
豆
島
町
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
六
項
中
「
綾
歌
郡
、
」
を
「
三
豊
市
、
綾
歌
郡
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
三
豊
郡
」
を
削

る
。

（
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
規
則
（
平
成
十
四
年
香
川
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
香
川
県
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

香
川
県
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
十
七
年
香
川
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
香
川
県
西
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
三
豊
郡
豊
中
町
」
及
び
「
三
豊
郡
」

を
「
三
豊
市
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条

香
川
県
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
旧
綾
歌
郡
国
分
寺
町
に
関
す
る
特
例
措
置
）

３

高
松
市
の
う
ち
、
国
分
寺
町
柏
原
、
国
分
寺
町
国
分
、
国
分
寺
町
新
名
、
国
分
寺
町
新
居
及
び
国

分
寺
町
福
家
を
所
管
区
域
と
す
る
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
十
八
年
一
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
香
川
県
中
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

と
す
る
。

第
十
九
条

香
川
県
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
香
川
県
小
豆
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
小
豆
郡
池
田
町
」
を
「
小
豆
郡
小
豆

島
町
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
、
第
四
条
、
第
八
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定

平
成
十
八
年
一
月
一
日

二

第
五
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定

平
成
十
八
年
一
月
十
日

三

第
一
条
、
第
六
条
、
第
十
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

四

第
二
条
、
第
七
条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定

平
成
十
八
年

三
月
二
十
一
日

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
一
の
十
八
の
項
イ
に
規
定
す
る
鳥
獣
を
定
め
る
規
則

内
海
ダ
ム
管
理
事
務
所

殿
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

小
豆
郡
小
豆
島
町

粟
地
ダ
ム
管
理
事
務
所

吉
田
ダ
ム
管
理
事
務
所

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
二
）

二



を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
十
九
号

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
一
の
十
八
の
項
イ
に
規
定
す
る
鳥
獣
を
定
め
る

規
則

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
香
川
県
条
例
第
四
十
号
）
別
表
第
一
の
十
八

の
項
イ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
鳥
獣
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

科

名

種

名

動
物
界

一

鳥
綱

（
一
）

あ
び
目

あ
び
科

シ
ロ
エ
リ
オ
オ
ハ
ム

（
二
）

か
い
つ
ぶ
り
目

か
い
つ
ぶ
り
科

ア
カ
エ
リ
カ
イ
ツ
ブ
リ

（
三
）

こ
う
の
と
り
目

さ
ぎ
科

ヨ
シ
ゴ
イ
、
ミ
ゾ
ゴ
イ
、
チ
ュ
ウ
サ
ギ
、
ク
ロ
サ
ギ

と
き
科

ヘ
ラ
サ
ギ
、
ク
ロ
ト
キ

（
四
）

か
も
目

か
も
科

マ
ガ
ン
、
ア
カ
ツ
ク
シ
ガ
モ
、
オ
シ
ド
リ
、
ア
カ
ハ
ジ
ロ

（
五
）

た
か
目

た
か
科

ミ
サ
ゴ
、
ハ
チ
ク
マ
、
ツ
ミ
、
ハ
イ
タ
カ
、
サ
シ
バ

（
六
）

き
じ
目

き
じ
科

ウ
ズ
ラ
、
ヤ
マ
ド
リ

（
七
）

つ
る
目

つ
る
科

ク
ロ
ヅ
ル

く
い
な
科

ク
イ
ナ
、
ヒ
ク
イ
ナ
、
オ
オ
バ
ン

（
八
）

ち
ど
り
目

た
ま
し
ぎ
科

タ
マ
シ
ギ

ち
ど
り
科

イ
カ
ル
チ
ド
リ
、
シ
ロ
チ
ド
リ
、
オ
オ
メ
ダ
イ
チ
ド
リ

し
ぎ
科

ハ
マ
シ
ギ
、
ダ
イ
シ
ャ
ク
シ
ギ
、
オ
オ
ジ
シ
ギ

（
九
）

か
っ
こ
う
目

か
っ
こ
う
科

ジ
ュ
ウ
イ
チ
、
ツ
ツ
ド
リ

（
十
）

ふ
く
ろ
う
目

ふ
く
ろ
う
科

ト
ラ
フ
ズ
ク
、
コ
ミ
ミ
ズ
ク
、
オ
オ
コ
ノ
ハ
ズ
ク
、
ア
オ
バ
ズ

ク

（
十
一
）

よ
た
か
目

よ
た
か
科

ヨ
タ
カ

（
十
二
）

ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
目

か
わ
せ
み
科

ヤ
マ
セ
ミ
、
ア
カ
シ
ョ
ウ
ビ
ン

（
十
三
）

き
つ
つ
き
目

き
つ
つ
き
科

ア
カ
ゲ
ラ
、
オ
オ
ア
カ
ゲ
ラ

（
十
四
）

す
ず
め
目

つ
ば
め
科

コ
シ
ア
カ
ツ
バ
メ

も
ず
科

ア
カ
モ
ズ

つ
ぐ
み
科

コ
マ
ド
リ

ひ
た
き
科

コ
サ
メ
ビ
タ
キ

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
二
）

三



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
水
道
局
組
織
規
程
及
び
香
川
県
府
中
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

香
川
県
水
道
局
組
織
規
程
及
び
香
川
県
府
中
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
香
川
県
水
道
局
組
織
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

香
川
県
水
道
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
三
豊
郡
高
瀬
町
」
を
「
三
豊
市
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
府
中
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

香
川
県
府
中
ダ
ム
操
作
規
程
（
平
成
十
五
年
香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
水
位
及
び
流
量
の
項
中
「
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
山
田
上
」
に
、

「
綾
歌
郡
綾
南
町
北
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
北
」
に
、
「
綾
歌
郡
綾
南
町
陶
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
陶
」

に
、
「
綾
歌
郡
綾
南
町
萱
原
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
萱
原
」
に
改
め
、
同
表
降
水
量
の
項
中
「
綾
歌
郡

綾
上
町
東
分
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
東
分
」
に
、
「
綾
歌
郡
綾
南
町
陶
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
陶
」
に

改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
同
年
三
月
二
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

か
さ
さ
ぎ
ひ
た
き
科

サ
ン
コ
ウ
チ
ョ
ウ

ほ
お
じ
ろ
科

ホ
オ
ア
カ

二

哺
乳
綱

（
一
）

も
ぐ
ら
目

も
ぐ
ら
科

ア
ズ
マ
モ
グ
ラ

（
二
）

ね
こ
目

い
た
ち
科

ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
、
ニ
ホ
ン
イ
タ
チ
、
ア
ナ
グ
マ

企
業
管
理
規
程

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
二
）
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